
【機密性2情報】

様式２－２

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・応
募者数

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）及び
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場
所 、 期 間 及 び 種 別

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の
商号又は名称及
び 住 所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由
（ 企 画 競 争 又 は 公 募 ）

予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

（人）
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【機密性2情報】

様式２－４

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・応
募者数

窓口相談等来庁者に接する職員に係
る不織布製マスクの購入

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
田代　良文
さいたま市中央区新都心
１１－２ランド・アクシ
ス・タワー１６階

令和2年5月1日 武正株式会社
埼玉県本庄市前原２－３－
２５

新型コロナ感染症の感染に伴い、国内にお
いて当該物品が緊急性を持って必要となっ
たことから、会計法第２９条の３第４項に
該当するため。 2,116,000 1,760,000 83.18 0

飛沫感染防止パーテーションの購入 埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
田代　良文
さいたま市中央区新都心
１１－２ランド・アクシ
ス・タワー１６階

令和2年5月7日 株式会社広野
埼玉県さいたま市桜区南
元宿２－１５－５

新型コロナウイルス感染症への予防対策に
伴い、国内において当該物品の需要が高ま
り在庫確保のため緊急に調達する必要があ
ることから、会計法２９条の３第４項に該
当するため。

4,840,000 3,388,000 70.00 0

生涯現役促進地域連携事業(連携推
進コース）

埼玉労働局総務部
支出負担行為担当官
田代　良文
さいたま市中央区新都心
１１－２ランド・アクシ
ス・タワー１６階

令和2年5月1日 和光市生涯現役促進協議
会
埼玉県和光市広沢１－５

本事業の実施要項に掲げる必要な要件を満
たす、地方の協議会等が提案する地域ごと
に内容の異なる事業構想の中から、より効
果の高い事業構想を採択できる企画競争方
式を採用し会計法第29条の3第4項に該当す
るため。

60,000,000 59,669,863 99.44 0

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

落札率
（％）

再就職
の役員
の数

（人）

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）及び
公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び
数 量

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の
商号又は名称及
び 住 所

随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由
（ 企 画 競 争 又 は 公 募 ）

予定価格
（円）

契約金額
（円）
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